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衆
議
院
議
員
櫻
井
周
君
提
出
行
旅
死
亡
人
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
及
び
二
に
つ
い
て 

 
 

政
府
と
し
て
は
、
お
尋
ね
の
「
二
〇
二
四
年
の
行
旅
死
亡
人
の
数
」
及
び
「
二
〇
二
四
年
の
行
旅
死
亡
人
の
火
葬
等
に
要

し
た
市
区
町
村
の
費
用
」
は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
厚
生
労
働
省
「
令
和
六
年
度
生
活
困
窮
者
就
労
準
備
支
援
事
業
費
等
補

助
金
社
会
福
祉
推
進
事
業
」
に
よ
る
「
行
旅
病
人
及
行
旅
死
亡
人
取
扱
法
、
墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
及
び
生
活
保
護

法
に
基
づ
く
火
葬
等
関
連
事
務
を
行
っ
た
場
合
等
の
遺
骨
・
遺
体
の
取
扱
い
に
関
す
る
調
査
研
究
事
業
」
で
行
わ
れ
た
調
査

に
お
い
て
は
、
令
和
五
年
度
に
自
治
体
に
お
い
て
行
旅
病
人
及
行
旅
死
亡
人
取
扱
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
九
十
三
号
）

に
基
づ
く
火
葬
を
行
っ
た
人
数
に
つ
い
て
、
千
二
百
九
人
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
推
計
」
に
お
い
て
は
、
死
亡
場
所
が
自
宅
で
あ
る
も
の
を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
般
的
に
は
、
御

指
摘
の
「
推
計
」
に
行
旅
死
亡
人
は
含
ま
れ
て
い
な
い
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
遺
体
ホ
テ
ル
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
令
和
五
年
度
厚
生
労
働
行
政
推
進
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調
査
事
業
費
補
助
金
に
よ
る
「
遺
体
を
取
り
扱
う
事
業
者
や
無
縁
改
葬
等
の
現
状
調
査
及
び
今
後
の
方
策
検
討
に
資
す
る
研

究
」
（
以
下
「
令
和
五
年
度
研
究
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
「
遺
体
安
置
施
設
」
に
つ
い
て
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
に
回
答
し

た
「
葬
儀
業
関
係
・
遺
体
安
置
業
」
の
事
業
者
七
百
二
十
者
の
う
ち
、
五
百
九
十
四
者
が
、
「
式
場
」
や
「
遺
族
控
室
」
等

に
お
け
る
安
置
を
含
め
、
「
運
営
す
る
施
設
で
、
葬
儀
・
火
葬
を
す
る
前
に
ご
遺
体
を
安
置
す
る
こ
と
が
あ
」
る
と
回
答
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
「
火
葬
待
ち
」
の
現
況
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
は
、
現
時
点
で
、
火
葬
場
が

全
国
的
に
不
足
し
て
い
る
と
は
認
識
し
て
お
ら
ず
、
令
和
五
年
度
研
究
に
お
い
て
、
「
運
営
す
る
施
設
で
、
装
置
・
火
葬
を

す
る
前
に
ご
遺
体
を
安
置
す
る
こ
と
が
あ
」
る
と
回
答
し
て
い
る
事
業
者
の
「
平
均
の
遺
体
安
置
（
待
機
）
期
間
」
の
平
均

は
、
二
・
五
三
日
で
あ
る
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
多
死
社
会
へ
の
対
策
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
単
身
高
齢
者
世
帯
の
増
加

を
受
け
、
「
持
続
可
能
な
権
利
擁
護
支
援
モ
デ
ル
事
業
実
施
要
領
」
（
令
和
七
年
一
月
七
日
付
け
社
援
発
〇
一
〇
七
第
六
号

厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
長
通
知
別
添
三
十
四
（
最
終
改
正 
令
和
七
年
六
月
九
日
）
）
に
基
づ
く
「
持
続
可
能
な
権
利

擁
護
支
援
モ
デ
ル
事
業
」
に
よ
り
、
市
区
町
村
が
、
「
死
後
事
務
の
支
援
」
と
し
て
、
「
葬
儀
に
関
す
る
事
務
や
火
葬
手
続
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に
関
す
る
手
続
代
行
の
ほ
か
、
残
存
家
財
や
遺
品
等
の
処
理
に
関
す
る
手
続
代
行
な
ど
、
単
身
高
齢
者
等
が
死
亡
し
た
後
に

必
要
と
考
え
ら
れ
る
死
後
事
務
委
任
契
約
に
基
づ
く
事
務
の
支
援
」
を
「
提
供
す
る
取
組
を
試
行
」
し
て
お
り
、
ま
た
、
高

齢
者
等
に
対
し
て
死
後
事
務
等
の
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
事
業
の
事
業
者
の
適
正
な
事
業
運
営
を
確
保
し
、
利
用
者
が
安
心
し
て

当
該
事
業
を
利
用
で
き
る
こ
と
に
資
す
る
よ
う
、
令
和
六
年
六
月
に
関
係
府
省
庁
が
連
携
し
て
策
定
し
た
「
高
齢
者
等
終
身

サ
ポ
ー
ト
事
業
者
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
周
知
を
、
政
府
に
お
い
て
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
「
孤
立
死
へ
の
対
策
」
に
つ
い
て
は
、
「
孤
独
・
孤
立
対
策

に
関
す
る
施
策
の
推
進
を
図
る
た
め
の
重
点
計
画
」
（
令
和
六
年
六
月
十
一
日
孤
独
・
孤
立
対
策
推
進
本
部
決
定
、
令
和
七

年
五
月
二
十
七
日
一
部
改
定
）
に
お
い
て
、
「
今
後
、
数
の
増
加
が
懸
念
さ
れ
る
孤
立
死
の
問
題
に
対
し
て
は
、
生
前
に
お

い
て
社
会
と
の
つ
な
が
り
を
失
い
孤
立
死
に
至
る
こ
と
を
予
防
す
る
た
め
、
関
係
府
省
庁
と
地
方
公
共
団
体
が
連
携
し
た
取

組
を
推
進
し
て
い
く
」
こ
と
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 


